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 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の点検整備について 

 

 

このことについて、こども家庭庁から別添のとおり送付されましたので、お知らせしま

す。 

 各事業所・施設等におかれましては、送迎用車両の安全装置の点検整備を定期的かつ適

切に実施いただくようお願いします。 
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